
緊急行動計画に基づく
「仁淀川の減災に係る取組方針」の改定について

資料－３



項目 事項 取組方針

目標 課題の
対応 取組機関

１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

12
・危機管理型水位計、河
川監視用カメラの整備

―

・早期に氾濫が発生す
る地区に対して、洪水
時の避難勧告等の発
令判断に活用する水
位計の整備

Ｄ 四国地整 ―

・早期に氾濫が発生する地区に対して、洪水時の避難勧告等の発令判断に活用
する水位計の整備

追加
P19

（本文）

・洪水時のみの水
位観測に特化したコ
スト低減型の危機
管理型水位計の整
備

Ｄ
四国地整・高
知県

追加
P38

（別紙2)

・洪水時のみの水位観測に特化したコスト低減型の危機管理型
水位計の整備

14
・河川防災ステーションの
整備

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等を活用して、河川防災ステーションの整備を進めるとともに、
関係機関と情報を共有し市町村等の円滑な水防活動等、活用方策を検討・
調整。

追加
P20

（本文）

・河川防災ステー
ションの検討、整備

ＡＤ
Ｗ

四国地整
追加
P38

（別紙）

・河川防災ステーションの整備の検討を進めるとともに、関係機
関と情報を共有し市町村等の円滑な水防活動等、活用方策を
検討・調整

２）ソフト対策の主な取組　　①円滑かつ迅速な避難行動のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する取組

2
・洪水時における河川管
理者からの情報提供等
（ホットラインの構築）

・協議会の場等を活用し、平成30年出水期までに、洪水予報河川及び水位
周知河川の沿川市町村等と河川管理者において、ホットラインを構築。

・毎年、出水期前に協議会において連絡体制を確認。

―
P23

（本文）

・情報伝達（ﾎｯﾄﾗｲ
ﾝ）の実施

Ｂ
四国地整・高
知地方気象
台・各市町村

―
P40

（別紙2）

・災害発生のおそれがある場合は、市長村長と事務所長の間で相互に情報伝達
（ﾎｯﾄﾗｲﾝ）を実施

・毎年、出水期前に連絡体制を構築・確認

11 ・防災教育の促進

【国管理河川】
・平成29年度に国管理河川の全ての129協議会において、防災教育に関す
る支援を実施する学校を教育関係者等と連携して決定し、指導計画の作成
支援に着手。

【国・都道府県管理河川共通】
・平成30年度末までに、国の支援により作成した指導計画を、協議会の関連
市町村における全ての学校に共有。（防災に関する内容が強化された新学
習指導要領に基づく授業がH32年度から開始されることも念頭に実施）

―
P23

（本文）

・小中学校等におけ
る防災教育を実施

Ａ、Ｉ、
Ｊ

四国地整・高
知地方気象
台・高知県・
各市町村

―
P41

（別紙2）

・小中学校等における水災害教育を実施

・防災教育に関する支援を実施する学校を決定し、指導計画の
作成支援を実施。
・国の支援により作成した指導計画を関係市町村と共有して、指
導計画を関係市町村全ての学校で共有。

２）ソフト対策の主な取組　　②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

16
・水防に関する広報の充
実（水防団確保に係る取
組）

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等を活用して、水防団員の募集、自主防災組織、企業等の参
画を促すための具体的な広報の進め方について検討の上、順次実施。

追加
P26

（本文）

・水防に関する広報
の充実（水防団確
保に係る取組） Ｗ

四国地整・高
知県・各市町
村

追加

P41
(別紙2)

・水防団員募集の広報、水防に関する広報の充実などの実施。

18
・水防団間での連携、協
力に関する検討

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等を活用し、大規模な氾濫に対してより広域的、効率的な水防
活動が実施できるよう関係者の協力内容等について検討・調整。

追加
P26

（本文）

・水防団間での連
携、協力に関する検
討 Ｗ

四国地整・高
知県・各市町
村

追加

P41
(別紙2)

・大規模な氾濫に対してより広域的、効率的な水防活動が実施
できるよう関係者の協力内容等について検討・調整

緊急行動計画（H29.6.20）に基づく「仁淀川の減災に係る取組方針」の改定（案）

＜危機管理型水位計＞
【国・都道府県管理河川共通】
・国において平成29年度中に危機管理型水位観測規定等を作成。
【国管理河川】
・平成29年度中に危機管理型水位計配置計画を公表。
・危機管理型水位計配置計画に基づいて、順次整備を実施。協議会の場等
を活用して、配置状況を確認。
【都道府県管理河川】
・協議会の場等を活用して、危機管理型水位計配置計画を検討・調整し、順
次整備を実施。協議会の場等を活用して、配置状況を確認。

緊急行動計画（H29.6.2０）
実施内容の主な記載

主な取組項目項目
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